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議案第９８号  

 

藤沢市保育所条例の一部改正について 

 藤沢市保育所条例の一部を次のように改正する。 

２０２２年（令和４年）２月１５日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市保育所条例の一部を改正する条例 

藤沢市保育所条例（平成２７年藤沢市条例第４８号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１藤沢市立浜見保育園の項中「鵠沼海岸四丁目１７番６号」を「鵠沼海岸

四丁目７番３４号」に改める。 

別表第２備考中「第４条第１項第２号」を「第４条第２項第２号」に改める。 

別表第３備考３を次のように改める。 

３ 前項の規定にかかわらず，市町村民税所得割合算額が５７,７００円未満

である世帯又は市町村民税所得割合算額が７７,１０１円未満であり乳児若

しくは幼児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等

（政令第４条第２項第６号に規定する要保護者等をいう。）に該当する世帯

であって，特定被監護者等（政令第１４条に規定する特定被監護者等をいう。

以下同じ。) が２人以上いる世帯にあっては，この表において「第１子」と

は，当該特定被監護者等のうち最も年齢の高い者をいい，「第２子以降」と

は，当該特定被監護者等のうち最も年齢の高い者を除く小学校就学前子ども

（支援法第６条第１項に規定する小学校就学前子どもをいう。）をいう。 

   附 則 

１ この条例中別表第１の改正規定は令和４年３月２２日から，別表第２及び別表

第３の改正規定は公布の日から施行する。 

２ 改正後の藤沢市保育所条例別表第３備考３の規定は，令和３年１０月利用分以
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後の利用者負担額について適用し，令和３年９月利用分までの利用者負担額につ

いては，なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，藤沢市立浜見保育園を移転し，及び子ども・子育て支

援法施行令の一部を改正する政令により，年収約３６０万円未満相当世帯の多子世

帯の基本保育時間に係る利用者負担額の算定における子どもの人数の計算方法が改

められたこと等に伴い，市内の公立保育所の時間外保育に係る利用者負担額につい

ても同様の措置をとるため，所要の改正をする必要による。 


